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拉
致
被
害
者
救
出
の
た
め
の
圧
力
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致
問
題
は
、
全
く
進
展
し
て
い
な
い
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
北
朝
鮮
が
拉
致
被
害
者
解
放
を
決

断
す
る
最
大
の
要
因
と
な
る
我
が
国
独
自
の
制
裁
措
置
が
、
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
本
職
は
、
長
年
拉
致

問
題
に
取
り
組
み
、
拉
致
問
題
担
当
国
務
大
臣
も
拝
命
し
た
経
験
か
ら
、
北
朝
鮮
と
の
交
渉
で
は
圧
力
が
必
要
不
可
欠
と
の
結

論
に
達
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
北
朝
鮮
へ
の
圧
力
強
化
の
方
策
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。 

一 

在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
（
朝
鮮
総
連
）
は
、
法
人
で
な
い
社
団
で
あ
る
が
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五

号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
は
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
株
式

会
社
整
理
回
収
機
構
（
以
下
、
整
理
回
収
機
構
と
い
う
。
）
が
、
い
ま
だ
朝
鮮
総
連
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を

行
っ
て
い
な
い
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
政
府
が
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

整
理
回
収
機
構
は
、
朝
鮮
総
連
か
ら
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
幾
ら
回
収
で
き
た
か
。
ま
た
、
朝
鮮
総
連

の
整
理
回
収
機
構
に
対
す
る
未
払
の
債
務
に
伴
っ
て
発
生
し
た
遅
延
損
害
金
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
幾

ら
か
。
政
府
が
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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三 

我
が
国
は
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ー
チ
ン
大
統
領
に
対
し
て
、
資
産
凍
結
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。
講
じ

て
い
る
と
す
る
な
ら
、
北
朝
鮮
の
金
正
恩
国
務
委
員
長
に
対
し
て
同
様
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
の
は
極
め
て
奇
異
で
あ
る

が
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

北
朝
鮮
国
営
の
高
麗
航
空
に
つ
い
て
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
（
国
連
安
保
理
）
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
に
基
づ

い
て
設
置
さ
れ
た
専
門
家
パ
ネ
ル
は
、
過
去
に
公
表
し
た
複
数
の
報
告
書
に
お
い
て
、
ス
カ
ッ
ド
・
ミ
サ
イ
ル
の
部
品
の
密

輸
に
関
与
し
た
こ
と
及
び
朝
鮮
人
民
軍
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
米
国
は
、
林
芳
正
外
務
大
臣

（
当
時
）
が
令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
答
弁
し
た
と
お
り
、
高
麗
航
空
を
制
裁
対
象
に
指
定
し
て

い
る
。
我
が
国
が
、
い
ま
だ
高
麗
航
空
に
対
し
て
資
産
凍
結
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も

の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

我
が
国
は
、
在
日
北
朝
鮮
当
局
職
員
及
び
当
該
職
員
が
行
う
当
局
職
員
と
し
て
の
活
動
を
補
佐
す
る
立
場
に
あ
る
者
の
北

朝
鮮
を
渡
航
先
と
し
た
再
入
国
の
原
則
禁
止
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
対
象
者
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、

い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
禍
前
は
、
北
朝
鮮
の
重
要
行
事
に
多
数
の
朝
鮮
総
連
幹
部
が
参
列
し
て
い
た
。
日
本
人
拉
致
被
害
者
が
何

十
年
も
帰
国
で
き
な
い
現
実
を
考
え
る
と
き
、
朝
鮮
総
連
幹
部
が
公
務
の
た
め
北
朝
鮮
に
渡
航
で
き
る
こ
と
は
、
不
条
理
の
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極
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
再
入
国
の
原
則
禁
止
措
置
の
対
象
者
を
、
朝
鮮
総
連
の
中
央
委
員
会
委
員
約
三
百
五
十
人
及
び
専

従
職
員
の
全
員
に
拡
大
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

六 

政
府
は
、
国
連
安
保
理
に
お
い
て
、
非
常
任
理
事
国
の
任
期
を
務
め
る
本
年
中
に
、
北
朝
鮮
の
人
権
状
況
に
つ
い
て
協
議

す
る
公
開
会
合
を
、
再
度
開
催
す
る
よ
う
求
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
如
何
。 

七 

国
連
安
保
理
決
議
第
二
千
二
百
七
十
号
十
四
の
規
定
は
、
加
盟
国
は
、
自
国
の
国
民
で
な
い
個
人
が
、
指
定
さ
れ
た
個
人

若
し
く
は
団
体
の
代
理
と
し
て
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
指
示
に
よ
り
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
適
用
可
能

な
国
内
法
及
び
国
際
法
に
従
い
、
国
籍
国
へ
の
送
還
を
目
的
と
し
て
そ
の
個
人
を
自
国
か
ら
追
放
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

例
え
ば
、
政
府
は
、
国
連
制
裁
対
象
の
北
朝
鮮
工
作
機
関
・
偵
察
総
局
の
代
理
と
し
て
又
は
そ
の
指
示
に
よ
り
活
動
を
行
っ

て
い
る
と
認
定
し
た
在
日
外
国
人
を
、
強
制
的
に
国
外
へ
退
去
さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
国
連
安
保
理
決
議

を
誠
実
に
履
行
す
る
か
、
あ
ら
た
め
て
お
尋
ね
す
る
。 

八 

我
が
国
は
、
国
連
に
お
け
る
北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
案
の
起
案
に
関
わ
り
、
提
出
国
と
し
て
こ
れ
を
採
択
さ
せ
て
き
た
。

例
え
ば
、
第
六
十
九
回
国
連
総
会
本
会
議
に
お
い
て
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日
、
「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
お

け
る
状
況
の
国
際
刑
事
裁
判
所
へ
の
付
託
の
審
議
」
及
び
「
調
査
委
員
会
が
人
道
に
対
す
る
罪
を
構
成
し
得
る
と
し
た
行
為
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に
最
も
責
任
を
有
す
る
と
み
ら
れ
る
者
へ
の
効
果
的
で
対
象
を
特
定
し
た
制
裁
に
む
け
た
実
現
可
能
性
の
審
議
」
を
求
め
た

北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
案
を
共
同
提
出
し
、
こ
れ
を
採
択
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
日
本
人
拉
致
被
害
者
が
一
人
も

帰
国
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
提
出
国
か
ら
下
り
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
拉
致
問
題
解
決
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
本
年
末
に
国
連
総
会
に
提
出
さ
れ
る
北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
案
に
つ
い
て
、
我

が
国
は
提
出
国
に
復
帰
し
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
道
に
対
す
る
罪
を
阻
止
す
る
た
め
に
よ
り
効
果
的
な
施
策
を
決
議
さ
せ

る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

九 

国
連
安
保
理
決
議
第
二
千
二
百
七
十
号
十
七
の
規
定
は
、
加
盟
国
が
自
国
領
域
内
で
、
北
朝
鮮
国
民
へ
の
核
・
ミ
サ
イ
ル

開
発
に
寄
与
し
得
る
分
野
の
専
門
教
育
又
は
訓
練
を
防
止
す
る
と
決
定
し
、
禁
止
対
象
と
し
て
応
用
物
理
学
、
応
用
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
関
連
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
科
学
、
地
理
空
間
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
、
原
子
力
工
学
、

航
空
宇
宙
工
学
、
航
空
工
学
並
び
に
関
連
分
野
を
例
示
し
た
。
同
年
に
採
択
さ
れ
た
国
連
安
保
理
決
議
第
二
千
三
百
二
十
一

号
十
の
規
定
は
、
先
端
の
材
料
科
学
、
化
学
工
学
、
機
械
工
学
、
電
気
工
学
及
び
産
業
工
学
を
追
加
で
例
示
し
、
「
こ
れ
ら

に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
」
と
し
た
。
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
誠
実
に
履
行
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る

施
策
を
講
じ
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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十 

米
国
大
統
領
令
第
一
万
三
千
七
百
二
十
二
号
は
、
北
朝
鮮
政
府
及
び
朝
鮮
労
働
党
の
資
産
凍
結
を
定
め
、
「
北
朝
鮮
政

府
」
と
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
、
機
関
、
部
門
及
び
支
配
下
の
団
体
を
意
味
す
る
と
規
定
し
た
。
米
国
に
拠
点

を
有
す
る
我
が
国
金
融
機
関
グ
ル
ー
プ
等
は
、
米
国
法
の
適
用
を
受
け
る
の
で
、
北
朝
鮮
政
府
支
配
下
の
団
体
と
は
日
本
国

内
で
あ
っ
て
も
取
引
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

十
一 

本
職
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
国
連
安
保
理
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
専
門
家
パ
ネ
ル
の
報
告
書

で
制
裁
破
り
へ
の
関
与
を
指
摘
さ
れ
た
貨
物
船
の
所
有
会
社
の
役
員
を
務
め
る
中
華
人
民
共
和
国
籍
の
男
ら
が
、
東
京
都
千

代
田
区
に
日
本
法
人
を
設
立
し
て
い
た
。
北
朝
鮮
制
裁
破
り
に
関
与
す
る
第
三
国
の
者
に
対
し
、
我
が
国
が
資
産
凍
結
等
の

措
置
を
講
じ
る
い
わ
ゆ
る
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
、
時
と
し
て
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。
政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
セ

カ
ン
ダ
リ
ー
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
如
何
。 

十
二 

朝
鮮
総
連
は
、
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
昭
和
三
十
九
年
条
約
第
十
四
号
）
に
規
定
さ
れ
る
使
節
団
に
当

た
る
か
。
当
た
ら
な
い
な
ら
ば
、
朝
鮮
総
連
に
対
し
て
、
政
府
拉
致
問
題
対
策
本
部
が
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
に
決

定
し
た
「
拉
致
問
題
の
解
決
に
向
け
た
方
針
と
具
体
的
施
策
」
に
あ
る
「
現
行
法
制
度
の
下
で
の
厳
格
な
法
執
行
を
推
進
す

る
。
」
と
の
施
策
を
、
「
全
力
を
尽
く
す
。
」
と
の
決
定
ど
お
り
に
実
施
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 
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十
三 

国
連
安
保
理
決
議
第
二
千
九
十
四
号
十
一
の
規
定
は
、
加
盟
国
が
、
北
朝
鮮
の
核
若
し
く
は
弾
道
ミ
サ
イ
ル
計
画
又
は

安
保
理
決
議
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
そ
の
他
の
活
動
に
貢
献
し
得
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
防
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

「
貢
献
し
得
る
」
の
英
文
原
文
は
、
〝
ｃ
ｏ
ｕ
ｌ
ｄ 

ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ｉ
ｂ
ｕ
ｔ
ｅ 

ｔ
ｏ
〟
で
あ
り
、
一
般
に
二
割
程
度
の

貢
献
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
我
が
国
は
、
国
連
安
保
理
決
議
を
誠
実
に
履
行
す
る
た
め
、
北
朝
鮮
の
核
若
し
く

は
弾
道
ミ
サ
イ
ル
計
画
又
は
安
保
理
決
議
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
そ
の
他
の
活
動
に
貢
献
す
る
可
能
性
が
二
割
以
上
あ
る
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
禁
圧
す
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


